
小国公立病院の具体的対応方針の
再検証に係る取組状況

令和４年(2022年)１１月１日 第９回阿蘇地域医療構想調整会議
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地域医療構想に係るこれまでの経緯について

○２０２５年に団塊の世代が７５歳以上となる等、人口構造が大きく変化していくことに伴い、
医療・介護ニーズが変化・増大する中、限られた医療資源で質の高い医療を効率的に提供
できる体制を実現することが求められる。

○本県においては、そのような医療提供体制の実現に向けて、平成２９年３月に熊本県地域
医療構想を策定し、高度急性期、急性期から、回復期、慢性期、在宅医療、介護に至るまで
切れ目なく、また過不足なく医療を提供できる体制を確保するため、次の施策を進めていく
こととした。

①病床の機能の分化及び連携の推進
②在宅医療等の充実
③医療従事者・介護従事者の養成・確保

○こうした施策を進めていくに当たって、人口構造の変化の見通し等を考慮し、一体の区域として
地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を構想
区域として設定し、構想区域ごとの医療機能等の現状や将来の人口構造、医療需給推計等を把
握するとともに、将来の医療提供体制を実現するための方向性の共有を図ってきた。

○阿蘇構想区域においても、人口構造の変化の見通し並びに将来の病床数及び在宅医療等の
必要量等を考慮し、それぞれの医療機関が担う役割を明確化するための協議を重ねてきた。

○そのような中、令和２年１月１７日厚生労働省医政局通知により、構想区域の実情に応じた公立・
公的医療機関 の役割等の再検証を実施するよう要請があった。
県内では、再検証対象医療機関として、小国公立病院を含む、６病院が対象となった。
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対象医療機関

再検証対象医療機関は、がん、心血管疾患、脳卒中などの全ての領域において「診療
実績が特に少ない」(9領域)又は「類似かつ近接」(6領域)の要件に該当する医療機関で、
本県では、次の6病院が対象。

• 熊本市立植木病院(熊本・上益城)
• 熊本医師会立熊本地域医療センター(熊本・上益城)
• 宇城市民病院(宇城)
• 国立病院機構熊本南病院(宇城)
• 小国公立病院(阿蘇)
• 天草市立牛深市民病院(天草)

要請内容

再検証対象医療機関は、次の点について検討を行い、その結果を反映した具体的対応
方針を地域医療構想調整会議において説明し、合意を得ること。

① 現在の地域における急性期機能や、将来の人口推移とそれに伴う医療需要の変化等
を踏まえた、2025 年を見据えた自医療機関の役割

② 分析対象とした領域ごとの医療機能の方向性（他の医療機関との機能統合や連携、
機能縮小・廃止等）

③ 上記を踏まえた機能別の病床数

【再検証要請の趣旨】
各医療機関の役割等の再検証をお願いするもので、医療

機関そのものの統廃合を機械的に決めるものでもない。
地域の実情を踏まえ、地域調整会議で、2025年のあるべ

き姿に向けて必要な医療機能の議論を進めて頂きたい。

公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請について
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阿蘇地域における取組状況

■ 令和２年度

○R2.12.22 医療政策課が阿蘇地域の関係機関を招集して会議開催。方針説明。

【参加機関】
阿蘇市長、小国町長、南小国町長、産山村長
阿蘇医療センター、産山診療所、小国公立病院

【方針】
(R3（2021）年度)

・公的医療機関による検討のＷＧを立ち上げ、阿蘇地域の医療提供体制について議論し、
医療機能の再編に向けた基本構想を策定する。

・小国公立病院に関する公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請への
対応についても、同ＷＧの中で併せて議論し、結論を出す。

(R4（2022）年度)
・R3(2021)年度に検討した結果について、阿蘇地域医療構想調整会議で報告・合意を得る。



5

阿蘇地域における取組状況

■ 令和３年度

○R3.7.27 第1回小国公立病院・阿蘇医療センター院長協議（イメージ・課題抽出）

・小国公立病院において、厚労省からの再検証要請に応える形で、必要な機能と集約化・
連携が可能な機能等を分析し、ダウンサイジング等を含めた検証を進める。

・阿蘇医療センターより、阿蘇地域での医療提供体制の検討項目として、両病院の連携
に加え、へき地診療所の在り方や、寄附講座による医師派遣及び看護師や薬剤師の派
遣体制についても検討すべきとの申し入れがなされた。

・重点支援区域への申請や各種補助金の活用等を検討しつつ、次回の院長協議（第2回）
の10月頃の開催に向け、両院及び県で必要なデータ収集・分析を進めることとした。

○R3.10.25 第2回院長協議（課題整理・分析）

・重点支援区域への申請を検討しつつ、データ分析についてなるべく早い段階で外部委託
することを検討することとされた。

・当初スケジュールでは、次回は2月に各首長の意向を踏まえ管内市町村担当部局参加の
ワーキンググループを実施することとしていたが、その前段階として、ワーキンググル
ープでの協議内容等について両病院で年内に協議を予定。
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阿蘇地域における取組状況

■ 令和４年度

○R4.6.21 第3回院長協議（今後の方向性の共有）

・両院長の意見交換を踏まえ、小国公立病院の今後の役割・病床数について検討状況が報
告され、両病院で方向性を共有した。

・関係市町村の行政担当者を交えたワーキンググループ、その後の阿蘇地域医療構想調整
会議の開催に向けて、次回のワーキンググループの開催までに協議内容を各市町へ説明
しておくこととした。

○R4.10.5 第1回阿蘇地域の医療提供体制に関するワーキンググループ

【参加機関】
小国公立病院、阿蘇医療センター、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、
熊本県医療政策課、阿蘇保健所

【内容】
・小国公立病院がこれまでの院長協議を踏まえた、具体的対応方針の再検証の方向性に
ついて情報共有した。

・第9回阿蘇地域医療構想調整会議において、現在の検討状況を報告することとした。
・第10回阿蘇地域医療構想調整会議（3月頃）で最終的に合意する前に、首長を交えた
意見交換会を開催することとした。

・複数医療機関での取組みが必要となる「重点支援区域」や「病床機能再編推進事業（ハ
ード分）」について、阿蘇医療センターと連携して取り組む方向とした。
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今後の取組みの方向性（予定）

〇R4.11月 第9回阿蘇地域医療構想調整会議

〇R5.2月頃 意見交換会
関係首長を交え、今後の方向性について議論・決定する
※第2回ワーキンググループについては、必要に応じて
開催する。

〇R5.3月頃 第10回阿蘇地域医療構想調整会議
これまでの検討内容や決定事項について協議し、合意を得る。
※再検証結果については、県から国へ報告される。

参考
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参考


